
議案第 80号 

 

 

市道の認定について 

 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第８条第２項の規定により、下記のとおり市道路

線を認定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙市道認定路線調書による。 

 

 

平成 27年６月１日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘  

 



（別紙） 市 道 認 定 路 線 調 書
　

路 線 番 号 起 点 地 番

路 線 名 称 終 点 地 番

24681 穂高柏原1497-11番地先 L = 55.6

穂高4681号線 穂高柏原1495-12番地先 W = 6.0
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1 宅地造成に伴う認定

整
理
番
号

重要
な経
過地

認  定  理  由
延 長（ｍ）

幅 員（ｍ）



－ 2 －

24681

整理番号 １



議案第 81号 

 

 

地区土地利用計画について 

 

安曇野市の適正な土地利用に関する条例（平成 22年安曇野市条例第 28号）第 12条第１項

の規定により、下記のとおり地区土地利用計画を定めたいので、議会の議決を求める。 

 

 

記 

 

 

 別紙 豊科重柳地区 地区土地利用計画による。 

 

 

  平成 27年６月１日 提出 

 

 

安曇野市長  宮澤 宗弘 
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豊科重柳地区 地区土地利用計画 

■土地利用条例第 13条第１項関係 

必 

須 

事 

項 

(1)地区の
土地の
範囲 

安曇野市豊科南穂高 5566-1、5566-2、5566-3、5566-4、5566-5、5566-6、

5566-7、5566-8、5566-9、5566-10、5566-11、5566-12、5566-13、5566-14、

5566-15、5566-26、5566-27、5566-28、5566-29、5566-30、5566-31、5566-32、

5566-33、5566-41、5566-42、5566-43、5566-44、5566-45 

（面積 概ね 11,000㎡） 

(2)地区の
土地利
用の方
針・目指
すべき
方向 

・本地区は、安曇野Ｉ.Ｃに直結する県道柏矢町田沢停車場線に面している。 
同Ｉ.Ｃの北約 3km に位置しており、観光を目的とした利用の多い場所
である。 

・基本区域は「田園環境区域、基本集落内」、景観計画上は「田園エリア」、
また都市計画マスタープランでは「良好な営農環境や田園に調和した集
落の維持・継承を図るゾーン」として定められている。 

・周辺の良好な田園環境との調和を基本としながら、商業系用途の指定を
行い、農業振興に寄与する農産物等の販売を促進する商業施設を誘導す
ることで、既存の近隣施設と一体的に農業振興を図るためのエリアの形
成を目指すものとする。 

(3)地区の

適正か

つ合理

的な土

地利用

を図る

ための

開発事

業の基

準 

建築物等
の用途制
限 

次に掲げる建築物等以外は建築または建設してはならない。 
 
１ 農産物、物品販売店舗 
２ 農産物、物品販売店舗に付随する工作物 
３ 食育活動、都市農村交流活動に必要な建築物 
４ 食育活動、都市農村交流活動に必要な建築物に付随する

工作物 

建ペイ率  60％以下 

容 積 率 100％以下 

敷地面積
の最低限
度 

 - 

壁面後退 ３ｍ以上 

建築物等
の高さの
最高限度 

10ｍ以下 

垣・さくの

構造の制

限 

敷地の境界線に設置するものの構造は、次に掲げるいずれか
のものとする。 
 
１ 生垣、低木、中高木 
２ さく 
３ 出入口周辺は安全性確保のため、透視可能な構造とする 

建築物等

の意匠の

制限 

（１）意匠・形態 
  安曇野市景観計画 田園エリアの基準による。 
（２）色彩（照明を含む） 
  安曇野市景観計画 田園エリアの基準による。 
（３）屋外広告物 
  安曇野市屋外広告物条例 第1種規制地域の基準による。 
（４）その他 
  県道柏矢町田沢停車場線景観づくり住民協定及び安曇野

の里重柳地区景観づくり住民協定に配慮する。 
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■土地利用条例第 13条第２項関係 

必
要
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
事
項 

(１)地区の利用

に供される道

路、公園その他

公共施設の整

備に関する計

画 

１ 主要出入り口は県道柏矢町田沢停車場線側に設けるものと
する。 

２ 敷地外周の水路占用にあたっては、管理者から占用許可を受
けるものとする。 

３ 区域内の既存の公園と植栽を有効利用するものとする。また
敷地外周部の農地に面する部分は低木、中高木による連続的
な植栽を施すものとし、維持・管理は事業者により適切に行
うものとする。 

４ 田園エリアの緑化率の推奨基準（20％）を目安に、緑化への
配慮を行うものとする。 

５ 上水道は、安曇野市上水道に接続し、汚水は安曇野市公共下
水道に接続するものとする。 

６ 防犯灯、消火施設、カーブミラー等の公共施設設置について
は、別途長野県、市、地元区と整備計画を定める。 

 

(２)その他市長が

地区の適正かつ

合理的な土地利

用を図るために

必要と認める事

項 

 観光案内所の機能を施設内に設けるものとする。 
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豊科重柳地区 地区土地利用計画 区域図 

市道豊科２級 12号線 

市道豊科 2079号線 

地区土地利用計画区域 

県道柏矢町田沢停車場線 
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安曇野スイス村 

ホースランド安曇野 

3 

市道 豊科2079号線 

地区土地利用計画区域 


